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第64回臨時会報告� 令和７年２月13日
　第64回臨時会が開催され、上程された議案は、原案のとおり承認・可決されました。　

町長の専決処分事項報告　　　
　軽易な事項は予め町長の権利で執行し、事項の施行結果（車両事故）を報告。

町長の専決処分事項報告（令和６年度伊方町一般会計補正予算（第７号））
　補正額　５７，４３５千円　　補正後の額　１１，４２０，１０８千円　
　住民税非課税世帯支援事業

令和６年度伊方町一般会計補正予算（第８号）
　補正額　９８，７１２千円　　補正後の額　１１，５１８，８２０千円
　プレミアム付地域商品券事業
　小中学校体育館改修工事設計委託

町道三崎地区内１号線道路新設工事請負契約の変更締結
　契約の相手方　有限会社三崎建設　　変更理由　事業量変更による減額
　変更前　９０，４２０，０００円　→　変更後　８３，１１６，０００円

町道湊浦奥線道路改良工事請負契約の変更締結
　契約の相手方　有限会社竹場建設　　変更理由　事業量変更による増額
　変更前　６４，９００，０００円　→　変更後　６５，８２６，０００円

茅トンネル通報警報設備更新工事請負契約の変更締結
　契約の相手方　伊方電気工事株式会社　変更理由　事業量変更による増額　
　変更前　１０４，８３０，０００円　→　変更後　１１１，６００，０００円

大阪府岬町議会議員視察研修　　� 令和７年２月20日

　２月20日、岬町議会議員視察研修として、４名来町され、議会改革特別委員会委員長及び副委員長
と議員定数の削減について、意見交換を行いました。

３月定例会の動き� 令和７年３月４日～11日
　第80回定例会が開催され、条例18件、補正予算８件、当初予算７件、人事１件、発議１件、その他
５件は、いずれも原案のとおり可決・同意されました。

【主な決定事項】
条例
伊方町監査委員条例の一部を改正する条例制定　　
　地方自治法の条ずれに伴う、引用条の改正。
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伊方町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定
　部分休業制度の拡充。
伊方町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定
　監査委員、教育委員、選挙管理委員等、各種委員の報酬額の見直し。
伊方町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定
　人事院及び愛媛県人事委員会勧告による給料表の改定及び扶養手当等の見直し。
伊方町公民館条例の一部を改正する条例制定
　町見公民館二見分館の廃止。
伊方町体育施設条例の一部を改正する条例制定
　三崎テニスコートの廃止。
伊方町児童遊園条例の一部を改正する条例制定
　小中浦、向、湊浦二、大浜、二見及び伊方越児童遊園の廃止。　
伊方町老人憩の家条例の一部を改正する条例制定
　川之浜老人憩の家の廃止。　
伊方町心身障害者福祉給付金条例の一部を改正する条例制定
　受給資格に精神障害者保健福祉手帳３級所持者の追加及び支給金額の変更。
伊方町瀬戸アグリトピア条例の一部を改正する条例制定
　利用区分及び利用料金の変更。
伊方町下水道条例の一部を改正する条例制定
　排水設備工事責任技術者の常駐、専属規制を緩和。
　公共下水道からの放流水に含まれる大腸菌群数に係る表記の見直し。
伊方町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定
　地方自治法の条ずれに伴う、引用条の改正。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定
　「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に改正。
伊方町人権尊重の町づくり条例の全部を改正する条例制定
　新名：伊方町差別のない人権尊重の町づくり条例
　不当な差別に関する定義、インターネット上の誹謗中傷等の未然防止措置及び支援に関する規定を
追加。
伊方町債権管理条例制定
　債権管理の一般的基準、債権の放棄及び督促手数料の廃止を規定。
伊方町風力発電所条例を廃止する条例制定　
　伊方町風力発電所の廃止。
伊方町風力発電事業特別会計条例を廃止する条例制定
　伊方町風力発電事業の終了に伴う、特別会計の廃止。
伊方町出産祝い金等支給条例を廃止する条例制定
　全ての子どもを対象とする新たな子育て支援施策に転換するため廃止。

補正予算
 （単位：千円）

会計名 補正額 補正後
一般会計補正予算（第９号） △ 533,460 10,985,360
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キッチンカー導入を支援　
　（補助対象）　新たな事業展開又は事業拡大を行う民間事業者。　
　※災害時の食事提供に協力いただくことにより、避難所での生活環境の改善を図る。　
　（補助率）　９／10（上限600万円）　
災害用トイレの購入事業
　自己処理型水栓トイレ１組　　
　　・温水洗便座４基、手洗い器４基、太陽光蓄電システム

会計名 補正額 補正後
国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 事業勘定　　　　
 直営診療施設勘定

△ 101,990
 △ 14,507

1,415,507
 510,010

学校給食特別会計補正予算（第１号） △ 710 33,075

後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号） △ 14,618 187,816

介護保険特別会計補正予算（第３号） 保険事業勘定　　　　
 介護サービス事業勘定

△ 26,041
 △ 491

1,408,871
 15,396

風力発電事業特別会計補正予算（第２号）  △ 99,788 129,562

水道事業会計補正予算（第３号） 収益的支出
 資本的支出

△ 7,183
△ 127,913

420,708
 77,038

下水道事業会計補正予算（第３号） 収益的支出
 資本的支出

△ 13,091
△ 7,815

381,036
 180,572

当初予算
令和７年度伊方町一般会計及び６特別会計　
　町のホームページ及び広報いかた５月号に詳細を掲載。

主な新規又は拡充事業
帯状疱疹の予防接種費を助成
　（対象者）　定期接種：65歳～ 95歳　（５歳ごと）及び 100歳以上　
　　　　　　任意接種：50歳以上で定期接種対象外の者　
　（助成額）　①生水痘ワクチン　 4,200円 / 回
　　　　　　②不活性化帯状疱疹ワクチン　１万円 / 回

がん患者の医療用ウィッグ等の購入費を助成
　（対象者）　①がんと診断され、現在治療中又は過去に治療を受けた者　
　　　　　　②がん治療を原因とする外見の変化に伴い、医療用補整具が必要な者　
　　　　　　③ 過去に国又は他の自治体で同種の助成を受けていない者及び医療保険各法による同

種の給付を受けていない者
　（補助率）　１/ ２（上限３万円）

軽度・中等度難聴者の補聴器購入費を助成　
　（対象者）　①聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付がされていない者　
　　　　　　② 両耳聴力が 25dB 以上70dB 未満又は片耳聴力が 70dB 以上あって、聴覚障がいの診

断書及び意見書を記載できる医師から補聴器の使用の必要性を認められた者　
　（補助率）　補聴器本体の１/ ２（上限５万円）



（ 5 ）

子育て家庭への経済的支援の拡充　
　①若年出産世帯応援事業　　　　両親とも 35歳以下：30万円
　　　　　　　　　　　　　　　　両親のいずれかが 36歳以上：25万円
　②育児応援券交付事業　　　　　両親のいずれかが 36歳以上：デジタル地域商品券５万円
　③愛顔の子育て応援券事業　　　第２子以降：おむつ券５万円　　
　④誕生日・就学祝い金支給事業　第２子：35万円、第３子以降：70万円（支給は就学時まで）

心身障害者への福祉給付金の支給を拡充　
　①身体障害者手帳１級・２級、療育手帳判定記録Ａ　　　　　　２万円　
　②身体障害者手帳３級・４級、療育手帳判定記録Ｂ、
　　精神障害者保健福祉手帳１級・２級　　　　　　　　　　　　１万７千円　
　③身体障害者手帳５級・６級、精神障害者保健福祉手帳３級　　１万５千円

八幡浜地区施設事務組合への消防事業の負担金　
　伊方消防署（川永田）の新築及び第一分署（神崎）の移転先として三崎支所内に分署が整備され
る事業費に対する負担金。　
　（負担割合）　伊方町：40. 02％　　八幡浜市：59. 98％
　（伊方町負担額）　　①伊方消防署新築事業分　　 279, 973千円　　　　
　　　　　　　　　　②三崎分署新築改修事業分　  58, 277千円　　計 338, 250千円

三崎アコウ樹前の緑地に公園遊具を設置
　ベンチ、滑り台、健康器具型遊具　各１式。

加周地区に集会所を新築
　木造　平屋建　延床面積119. 22㎡

学校教材費の保護者負担を無償化
　（助成額）１人あたり　小学生 ２万円　　中学生 ２万５千円　

小中学校の体育館を改修
　LED 化による電気使用料の削減や空調設備の設置による夏場・冬場の避難所としての利便性の
向上を図る。
　（施工箇所）　伊方小学校、三崎小中学校、伊方中学校

⼈事
副町長の選任
　菊池　隼人　氏　九町（新任）　

発議
伊方町議会個人情報保護条例の一部を改正する条例制定
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の条項ずれに伴う、引用
条項の改正。「懲役」を「拘禁刑」に改正。

その他
議会運営委員会の閉会中の継続調査　　　　原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査　
議会改革特別委員会の閉会中の継続調査　　公共施設環境改善対策特別委員会の閉会中の継続調査
観光事業対策特別委員会の閉会中の継続調査
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田村 義孝 議員

清家慎太郎 議員
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育
協
議
会
と
連
携
し
、
必
要
に
応
じ
て
法

務
局
と
も
相
談
し
対
応
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
伊
方
町
人
権
尊
重
の
町
づ
く
り
条
例
に
則
っ

て
、
差
別
の
な
い
人
権
尊
重
の
町
づ
く
り
を
総
合
的
か

つ
計
画
的
に
推
進
し
て
い
る
。
な
お
、
本
条
例
は
、
今

定
例
会
に
お
い
て
改
正
案
を
上
程
し
て
お
り
、
基
本
計

画
の
策
定
や
相
談
体
制
等
を
整
備
す
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
。

　

今
後
も
あ
ら
ゆ
る
人
権
に
関
す
る
課
題
解
消
に
向

け
、
職
員
一
丸
と
な
っ
て
毅
然
と
し
た
態
度
で
臨
む
よ

う
努
め
る
。 

 （
町
長
）

長
宛
に
、
毎
年
促
し
て
い
る
が
、
全
自
主
防
災
組
織
か

ら
返
っ
て
き
て
い
な
い
の
が
現
状
。

　
地
区
連
絡
員
制
度
の
活
用
、
町
の
防
災
訓
練
に
避
難

行
動
要
支
援
者
と
支
援
者
が
共
に
参
加
し
改
善
策
を
検

討
、
情
報
漏
洩
防
止
の
た
め
の
研
修
や
情
報
提
供
先
と

の
誓
約
書
の
取
り
交
わ
し
及
び
避
難
行
動
要
支
援
者
支

援
の
重
要
性
を
地
域
で
の
集
ま
り
や
広
報
誌
で
知
ら
せ

る
等
の
取
り
組
み
が
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
効

果
的
な
活
用
と
、
日
頃
か
ら
の
準
備
と
連
携
に
よ
る
災

害
時
の
被
害
軽
減
に
繋
が
る
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
か
。

　
ま
た
、
現
在
、
町
内
で
お
手
本
と
な
る
自
主
防
災
組

織
や
方
法
は
あ
る
の
か
。

答
　

平
成
25
年
６
月
に
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正

に
よ
り
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
作
成
が
義

務
化
さ
れ
た
。
更
に
令
和
３
年
５
月
の
同
法
改
正
に
よ

り
個
別
避
難
計
画
の
作
成
が
努
力
義
務
と
な
っ
た
。
町

で
は
毎
年
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
及
び
個
別
避
難

計
画
の
作
成
や
更
新
を
行
い
、
実
際
に
支
援
に
あ
た
る

方
々
に
提
供
し
平
常
時
か
ら
の
見
守
り
活
動
等
に
活
用

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
一
方
、
原
子
力
災
害
時
の
広

域
避
難
計
画
に
つ
い
て
は
法
に
よ
る
作
成
義
務
は
な
い

が
、
町
が
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
毎
年
各
地
区
の
自

主
防
災
会
に
更
新
を
依
頼
し
て
い
る
も
の
の
、
近
年
更

新
さ
れ
て
い
な
い
地
区
が
あ
る
。
今
後
、
南
海
ト
ラ
フ

地
震
を
想
定
し
た
事
前
復
興
計
画
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
、
職
員
と
地
域
住
民
が
と
も
に

計
画
を
作
り
上
げ
る
な
ど
、
支
援
し
て
い
く
。

　

要
支
援
者
の
訓
練
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
今
年
度

９
月
に
湊
浦
地
区
を
モ
デ
ル
と
し
て
県
や
福
祉
関
係
機

関
と
連
携
し
行
う
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
台
風
の
接
近

に
伴
い
中
止
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
来
年
度
以
降
も

引
き
続
き
実
施
し
、
こ
の
取
り
組
み
を
他
の
地
区
に
波

及
さ
せ
て
い
き
た
い
。

　

関
係
機
関
に
名
簿
や
計
画
を
提
供
す
る
に
あ
た
っ
て
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加藤 智明 議員

質問の全文はＱＲ
コードを読み込ん
で、確認できます

一　般　質　問
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
よ
り
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
て

お
り
、
法
に
よ
っ
て
適
切
な
保
護
と
情
報
管
理
を
図
る

と
と
も
に
町
民
の
安
心
・
安
全
の
た
め
、
支
援
に
ご
協

力
を
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
た
う
え
で
、
情
報
の
提

供
を
行
っ
て
い
る
。

　

住
民
へ
の
啓
発
活
動
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災

に
お
い
て
犠
牲
者
の
過
半
数
を
65
歳
以
上
の
高
齢
者
が

占
め
、
ま
た
、
障
害
者
の
犠
牲
者
の
割
合
も
健
常
者
と

比
較
し
て
２
倍
程
度
に
上
っ
た
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。　
　

　

一
方
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
お
い
て
は
、
約
８
割

が
家
族
や
近
所
の
方
々
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
た
と
い
う

報
告
も
あ
り
、
自
主
的
な
住
民
組
織
の
有
効
性
が
改
め

て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
実
例
か
ら
、
地
域
の
共
助
体
制
は
非
常
に

有
効
な
被
害
軽
減
策
で
あ
り
、
今
後
、
地
域
住
民
と
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
広
報
誌
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど 

あ
ら
ゆ
る
手
段
で
そ
の
重
要
性
の
周
知
に
努
め
る
。 

　

最
後
に
、
町
内
の
お
手
本
と
な
る
自
主
防
災
組
織
に

つ
い
て
は
、
一
例
と
し
て
、
愛
媛
県
で
は
、
主
に
南
海

ト
ラ
フ
地
震
に
お
い
て
大
き
な
被
害
が
想
定
さ
れ
る
宇

和
海
沿
岸
５
市
町
を
対
象
に
、
夜
間
避
難
訓
練
の
実
施

を
促
進
し
て
い
る
。
町
内
で
は
令
和
４
年
度
に
警
察

や
消
防
団
の
支
援
の
も
と
、
九
町
畑
地
区
で
初
め
て
実

施
、
令
和
５
年
度
に
湊
浦
地
区
、
今
年
度
は
田
部
地
区

と
仁
田
之
浜
地
区
で
実
施
。　
　

　

ま
た
、
夜
間
訓
練
で
は
な
い
が
、
三
崎
高
校
に
お
い

て
消
防
団
や
地
元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
の
も
と
、
保

育
所
や
小
・
中
学
校
及
び
高
校
生
を
対
象
に
、
高
台
へ

の
避
難
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

　

町
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
自
助
・
共
助
の
取
り
組

み
に
加
え
、
正
確
な
情
報
伝
達
や
適
切
な
避
難
所
運

営
、
必
要
な
物
資
の
確
保
、
事
前
の
避
難
計
画
の
策
定

等
、
公
助
の
面
か
ら
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。

 

（
町
長
）

大
綱
１ 

認
知
症
対
策
と
支
援
に
つ
い
て

問
　
認
知
症
対
策
と
支
援
と
し
て
、
早
期
発
見
・

早
期
対
応
の
推
進
、
家
族
介
護
者
の
負
担
軽
減

と
支
援
体
制
の
確
立
、
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
見
直
し
と

周
知
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
整
備
、
オ
レ

ン
ジ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
体
制
強
化
、
高
齢
者
の
見
守
り

支
援
の
強
化
、
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
へ
の
支
援
体
制

構
築
が
必
要
。
ま
た
、
地
域
住
民
や
民
生
委
員
と
の
連

携
強
化
や
高
齢
者
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
見

守
り
カ
メ
ラ
、
防
犯
カ
メ
ラ
、
見
守
り
タ
グ
等
の
活
用

も
考
え
ら
れ
る
。

　
今
年
に
入
り
、
行
方
不
明
者
の
捜
索
が
２
件
発
生
し

て
お
り
、
見
守
り
カ
メ
ラ
や
行
方
不
明
者
の
写
真
や
特

徴
を
共
有
す
る
こ
と
で
早
期
発
見
に
繋
が
る
た
め
、
町

も
率
先
し
て
取
り
組
む
べ
き
だ
が
、
今
現
在
取
り
組
ん

で
い
る
対
策
と
、
今
後
の
対
策
予
定
は
。

答
　

町
の
令
和
５
年
９
月
末
時
点
の
要
支
援
・
要

介
護
認
定
数
は
９
０
６
人
。
そ
の
主
な
原
因
疾

患
は
「
認
知
症
」
が
30
・
３
％
と
最
も
高
く
、
年
々
そ

の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
町
が
取
り
組
ん
で
い
る
対
策
に
つ
い
て
は 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
認
知
症
地
域
支
援
推
進

員
を
配
置
し
、
も
の
わ
す
れ
相
談
、
認
知
症
カ
フ
ェ

等
、
身
近
な
場
で
の
相
談
の
機
会
の
確
保
を
図
る
と
と

も
に
、
ブ
ラ
ン
チ
へ
の
委
託
も
含
め
、
総
合
相
談
支
援

事
業
に
お
い
て
、
高
齢
者
や
家
族
、
地
域
の
皆
様
へ
の

支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
身
近
な
方
の
認
知

症
へ
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
が
、
早
期
発
見
と
地
域
で

の
支
え
合
い
に
繋
が
る
こ
と
か
ら
、
出
前
講
座
を
開
催

し
、
普
及
啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。 　

　

更
に
、
家
族
介
護
予
防
教
室
や
介
護
者
の
つ
ど
い
を

開
催
し
、
家
族
介
護
者
の
負
担
軽
減
等
や
認
知
症
者
の

意
思
決
定
支
援
及
び
権
利
擁
護
の
関
連
事
業
の
体
制
を

整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
高
齢

者
の
把
握
に
努
め
て
い
る
。　

　

こ
の
よ
う
に
様
々
な
支
援
に
取
り
組
ん
で
も
な
お 

徘
徊
等
で
行
方
不
明
と
な
る
事
案
も
発
生
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
伊
方
町
オ
レ
ン
ジ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
に
お

い
て
、
リ
ス
ク
の
高
い
高
齢
者
を
事
前
登
録
し
て
い

た
だ
き
、
事
案
発
生
時
に
関
係
者
に
情
報
共
有
し
早
期

発
見
に
繋
げ
る
体
制
づ
く
り
に
努
め
て
い
る
。
ま
た 

ハ
ー
ド
面
で
は
、
昨
年
度
、「
よ
ろ
こ
び
大
久
」
を
９

床
増
床
し
、
今
年
度
は
伊
方
地
域
に
新
た
に
認
知
症
対

応
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
整
備
を
行
っ
た
。

　

今
後
、
新
た
な
技
術
や
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
と
し
て 

地
域
で
の
交
流
の
機
会
の
確
保
や
良
好
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
た
め
、
軽
度
・
中
度
の
難
聴

者
へ
の
補
聴
器
購
入
の
助
成
制
度
や
、
徘
徊
時
等
の
早

期
発
見
の
た
め
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
の
利
用
補
助
制
度
を
新
た

に
設
け
る
た
め
、
令
和
７
年
度
当
初
予
算
案
に
盛
り
込

ん
だ
。　

　

町
と
し
て
も
、
高
齢
者
を
含
め
た
地
域
住
民
の
皆
様

や
事
業
所
、
行
政
等
が
緩
や
か
な
見
守
り
を
し
て
い
く

こ
と
が
、
早
期
発
見
と
対
応
に
繋
が
る
と
考
え
て
お

り
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
づ
く

り
の
た
め
、
今
後
も
様
々
な
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い

く
。 

（
町
長
）
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委員会（協議会）報告
月　日 委員会（協議会） 概　　要

２月７日 議 会 運 営 委 員 会 １．第64回臨時会の運営について

２月13日 議 員 全 員 協 議 会

１．町道三崎地区内１号線道路新設工事請負契約の変更締結に
ついて

２．町道湊浦奥線道路改良工事請負契約の変更締結について
３．茅トンネル通報警報設備更新工事請負契約の変更締結につ

いて
４．令和６年度伊方町一般会計補正予算（第７号・第８号）概要
５．電源立地地域対策交付金の返還の概要について

２月18日 議 会 運 営 委 員 会 １．第80回定例会の運営について

２月26日 議 員 全 員 協 議 会

１．条例の制定等について
２．伊方町定員適正化計画の改訂について
３．伊方町地域防災計画の改訂について
４．災害用資機材の整備について
５．三崎アコウ樹前緑地の公園整備について
６．伊方町中期財政見通しについて
７．令和７年度以降における国保診療所の診療体制について
８．スマイルサポートプランの実施について
９．伊方町獣肉処理加工施設の運営状況について
10．伊方町学校再編計画（第二次）の進捗状況について
11．町民グランドの整備検討状況について
12．繰越明許費について
13．令和６年度伊方町一般会計補正予算（第９号）概要
14．令和７年度伊方町一般会計当初予算（案）の概要について

　　　現　地　視　察　【第80回定例会終了後】
　３月11日、本会議終了後、委員会協議会合同で施設の完成、運営状況及び工事の進捗状況につい
て、現地調査を実施いたしました。

伊方在宅高齢者
共同生活支援施設

「グループホームゆうゆう伊方」
木造２階建　延床面積494.99㎡
２ユニット　定員18名

児童発達支援・放課後等
デイサービス

「発達支援ほのぼーのいかた」

瀬戸アグリトピア
（宿泊棟）



（ 9 ）

月　日 委員会（協議会） 概　　要

３月４日 議 員 全 員 協 議 会 １．公営住宅湊団地建物火災の状況について

３月７日 総務文教厚生常任委員会
産 業 建 設 常 任 委 員 会 １．令和７年度各会計予算審議（合同委員会）

３月11日 総務文教厚生常任委員会協議会
産業建設常任委員会協議会 １．現地視察（合同）

４月９日 議 会 改 革 特 別 委 員 会 １．政治倫理について

５月２日 議 員 全 員 協 議 会 １．伊方町教育委員会の組織改正について

１月23～24日 全国原子力発電所立地市町村議会議長会役員会
第14回全国原子力発電所立地議会サミット実行委員会合同会議（東京都）

24日 原子力規制委員会と地元自治体との意見交換会（西予市）
２月　　２日 町成人講座

３～５日 第39回人権啓発研究集会（奈良県）
12日 県後期高齢者医療広域連合議会第１回定例会（松山市）
14日 第１回町防災会議

19～20日 県町村議会議長会第76回定期総会（松山市）
21日 第２回花橘を守る会・三崎高等学校教育振興会理事会
23日 町生涯学習推進大会
28日 県過疎地域協議会定期総会（松山市）

３月　　16日 町消防出初式（副議長出席）
26日 大浜保育所修了式及び閉所式（副議長出席）
27日 伊方在宅高齢者共同生活支援施設「グループホームゆうゆう伊方」開館式

	 （副議長出席）

議長の動き（主な内容）

令和７年３月 26日
大浜保育所修了式及び閉所式

令和７年３月 27日
伊方在宅高齢者共同生活支援施設

「グループホームゆうゆう伊方」開館式
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第65回臨時会報告� 令和７年５月２日
　議会の組織構成決定後、上程された議案は、すべて原案のとおり承認・同意されました。　　

報告
町長の専決処分事項報告
　軽易な事項は予め町長の権利で執行し、事項の施行結果（住宅破損事故、車両事故及び農業用機械
破損事故）を報告。

専決条例　　
町長の専決処分事項報告（伊方町税条例の一部を改正する条例制定）
　個人住民税の所得控除においても所得税と同様に、特定親族特別控除額を追加等。
町長の専決処分事項報告（伊方町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定）
　基礎課税額等及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引き上げ等。
町長の専決処分事項報告（伊方町原子力発電施設等立地地域の指定による固定資産税の特例に関
する条例の一部を改正する条例制定）
　固定資産税の課税免除に係る適用期間を令和９年３月31日まで２年間延長。

専決補正予算　
町長の専決処分事項報告（令和６年度伊方町国民健康保険特別会計補正予算（第５号））
　事業勘定　１，４１５，５０７千円（予算総額の増減なし）　
町長の専決処分事項報告（令和６年度伊方町介護保険特別会計補正予算（第４号））
　保険事業勘定　１，４０８，８７１千円（予算総額の増減なし）

⼈事
監査委員の選任（議会選出）　
　阿部　吉馬　議員　　
伊方町教育委員会委員の任命
　菊池　嘉起　氏　川永田（新任）　　二宮　尚吾　氏　三机（新任）　

その他
議会運営委員会の閉会中の継続調査　　　　原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査　
議会改革特別委員会の閉会中の継続調査　　公共施設環境改善対策特別委員会の閉会中の継続調査
観光事業対策特別委員会の閉会中の継続調査

　令和７年５月28日に開催された、愛媛県町村議会
議長会臨時総会において、福島大朝議長が副会長に
選任されました。


